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本日説明のポイント

1．建設業の働き方改革とは（2019年～2024年）
・働き方改革の法律改正推移と罰則について

・実施済みの内容について（対応できていますか）

2．「建設業の2024年問題」とその対応
・2024年から始まる建設業の労働時間の上限規制について

・正しい労働時間の理解について

・時間外労働をさせる場合の注意点と必要な届出について

・法律違反をしないために（法律違反の事例等）



働き方改革に関連する法律改正

実施項目 2019/4 2020/4 2022/4 2023/4 2024/4

年次有給休暇の取得義務化 ●

医師面接制度の見直し ●

労働時間の把握義務化 ●

月60時間超の時間外労働割増賃金率引上げ ●

時間外労働の上限規制の導入（建設業） ●

同一労働同一賃金への対応 ●

ハラスメント対応 ●

育児休業法の改正 ●



労働基準法に違反した場合の罰則

■年次有給休暇取得に関する罰則

違反内容 罰則内容

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 1人につき30万円以下の罰金

労働者の請求する時期に所定の年次有給休暇を与

えなかった場合

1人につき6か月以下の懲役または30万円以

下の罰金

■時間外労働に関する罰則

違反内容 罰則内容

時間外の労使協定（36協定）を結ばず、時間外労

働をさせた場合

時間外の労使協定（36協定）を結んだが、それを

超えて時間外労働をさせた場合

時間外労働の上限規制を超えて労働させた場合

（特別条項を超えて労働させた場合）

■割増賃金不払いに関する罰則

違反内容 罰則内容

時間外割増賃金を支払わなかった場合 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金



年5日の年次有給休暇の確実な取得

■年５日の時季指定義務

• 使用者は、「労働者ごとに」年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり



年次有給休暇管理簿



長時間労働に対する面接指導について

■年５日の時季指定義務

• 使用者は、「労働者ごとに」年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり



又は
・使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
・自己申告させる場合は、法の趣旨を説明し実際に労働時間となる時間を申告するように指導し、
実態調査も行い補正すること

・会社によっては、PCログとタイムカード２本立てかつ調整しているところも（所定以外の休憩等）

労働時間の把握について



月６０時間超の時間外労働割増賃金率の引上げ

■年５日の時季指定義務

• 使用者は、「労働者ごとに」年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり

（注）建設業の中小企業は資本金３億以下、又は常時使用する従業員が３００人以下



法定労働時間と法定休日、３６協定



建設業の時間外労働の上限規制（2024/4/1～）

法定休日：原則１週１日休み（４週４日）



時間外労働の上限規制

1日8時間以内 かつ 1週間40時間以内 毎週少なくても１回の休日

労使協定（36協定）を締結し、労基署へ届出する➡時間外労働可能

月45時間以内 かつ 年360時間以内

通常予見することのできない業務量の大幅な増加等➡年720時間までの特例

月45時間超は年6回まで

⬇ ⬇ ⬇

時間外労働

年間720時間以内

時間外労働・休日労働

月100時間未満

2か月から6か月までの平均

➡時間外労働・休日労働が

月80時間以内

（注）特例を超えての残業は法律違反になった（以前は行政指導）

特例を利用しない月も

協定

協定

・

特別

条項

原則
時間外労働は禁止



時間外労働の上限規制



時間外労働の上限規制

法定休日：原則１週１日休み（４週４日）



上限規制における休日の取り扱い



労働時間はどこまでか

■労働時間とは

使用者の指揮命令下におかれた時間のこと(手待時間含む）

休憩時間を除く。客観的に把握しなければならない。

■移動時間、管理下にない時間は労働時間か

・現場直行・直帰➡移動時間は通勤、現場作業時間が労働時間

・事務所立寄り➡原則：自宅と事務所・資材置場間は通勤

事務所から現場間は労働時間

・一人作業➡使用者が確認した時間、客観的に記録された時間

・命令無作業➡原則労働時間外（承認の上行う場合は労働時間）

・命令無だがやらざるを得ない作業➡労働時間

■労働者との間で労働時間に関する認識差はないか



時間外の上限規制を守るためには①



時間外の上限規制を守るためには②



所定労働時間と法定労働時間・休日

■所定労働時間と法定労働時間

・所定労働時間➡会社で決める時間(就業規則、雇用契約書等）

・法定労働時間とは➡原則１日８時間・１週間４０時間以内

（例外：変形労働時間制）

・但し、所定労働時間≦法定労働時間

■所定休日と法定休日

・所定休日➡会社で決める休日(就業規則、年間カレンダー等）

・法定休日とは➡毎週少なくとも１日

・但し、法定休日≦所定休日

■所定労働時間、所定休日を正しく設定しているか？



労働時間・休日設定で注意すべき点

１．法定労働時間・法定休日を守らなければならない
■所定労働時間、所定休日を決めているか？ かつ 合法か?

・１日８時間又は７．５時間で６日勤務は✖ ➡ １週４０H超

・休憩時間は決めているか

・週休２日は無理な場合 ➡ １年単位変形労働時間制を検討する

所定は週４０時間とし、時間外手当を支払う

■法定を超える場合 ➡ 時間外労働、休日労働に関する協定（３６協定）締結

３６協定の範囲で時間外労働させる

時間外・休日割増賃金を支払う

■問題になる点（下線部は６か月以下の懲役３０万円以下の罰金）

・36協定を結ばず、又は３６協定を超えて時間外労働をさせること

・割増賃金を払わずに労働させること

・長時間労働による過労死等の健康被害（安全配慮義務違反）



正しい所定労働時間の決め方（例）

①基本的
・1日8時間➡始業8時、終業18時、休憩12時～13時、10時・15時から30分
・土・日・祝日休み

②土曜日出勤
・月～金曜日：7時間、土曜日：5時間、日・祝日休み

③祝日ある週を利用
・原則月～金曜日：7時間、土曜日：5時間、日・祝日休み
・祝日休みある週：祝日除く月～土曜日：8時間、日・祝日休み

（注）なるべく割増賃金が出ないよう、所定労働時間の見直しを検討する。
（注）毎年、カレンダーの見直しを行う（これが決まらないと、時間外労働がはっきりしない）
（注）上記でうまくいかない場合は、1年単位の変形労働時間制を検討してみる。
（注）所定労働時間が決まらないと、時間外労働の協定（36協定）が結べない。
（注）割増賃金の正しい計算方法の確認が必要。



正しい３６協定の決め方（例）



時間外・休日労働の労使協定（36協定）



時間外・休日労働の労使協定（36協定）



時間外・休日労働の労使協定（特別条項）



時間外・休日労働の労使協定（特別条項）



過半数代表者の選任



時間外・休日労働の法違反1

（注）時間外労働が年間合計が720時間を超えた場合も法違反となります。



時間外・休日労働の法違反2



時間外・休日労働の法違反３



時間外労働を順守するためには

■所定労働時間の設定

・法定労働時間、法定休日順守の所定労働時間を設定

変形労働時間制の検討も

■労働時間について労働者との認識統一
・労働時間、休憩時間、時間外について労働者と認識を統一する

・時間外労働を極力しないよう指導。全社方針とする

（健康重視、朝礼での説明、ポスターでの告知等）

・業務命令のない作業や時間外申請がない作業は、時間外と認めない

■時間外の労使協定（36協定）を結ぶ
・実態に合わせ超えない内容に（特別条項も）

■時間外割増賃金をきちんと支払う
・把握時間に合わせ支払。



１年単位の変形労働時間制

１年を平均して、１週４０時間以内となるように設定。盆休み・年末年始休み等をうまく利用する。

就業規則、労使協定等が必要になります。



法律違反事例

■賃金台帳、出勤簿の保存義務違反
北海道・北見労働基準監督署（新田直幸署長）は、法定帳簿を３年間保存しな
かったとして、建設工事業の綜合設備㈱（北海道遠軽町）と同社代表取締役を労
働基準法第109条（記録の保存）違反の疑いで釧路地検北見支部に書類送検し
た。同社は賃金台帳と出勤簿を作成していたが、令和４年３月頃に廃棄した疑い。

■割増賃金不払い義務違反
北海道労働局は、令和３年度分の監督指導による賃金不払い残業の是正結果
について取りまとめた。支払われた割増賃金の合計額は、２億7016万円で、前年
から4,695万円減少している。賃金不払い残業解消のための指導と、それに対す
る企業の取組み事例も公表している。たとえば、管理職がまとめてタイムカードを
打刻している産廃業者では、適正な労働時間の記録を阻害しているとして、労働
者自身で打刻することを徹底させた。



定められた帳簿を作成しよう



長時間労働に対する監督指導結果（厚労省2021/4～2022/3）

■年５日の時季指定義務

• 使用者は、「労働者ごとに」年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり



労働時間の実態と管理方法

■年５日の時季指定義務

• 使用者は、「労働者ごとに」年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり



指導事項内訳

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり



法違反の公表事例

■年５日の時季指定義務

• 使用者は、「労働者ごとに」年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年

以内に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなけれ

ばならない

•年次有給休暇の時季指定を実施する場合は 、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載す義務あり



働き方改革に伴う助成金等について

■助成金のポイント
・雇用保険加入事業所には請求する権利がある
・返済不要である。従業員の労務環境や福利を改善できる。
・①条件を満たせば全額、②経費の一部が支給されるものがある
・働き方改革に伴う助成金が追加されている

■国の働き方改革関連助成金
・業務改善等助成金、時間外労働等改善助成金

■都の働き方改革関連助成金
・働き方改革宣言奨励金、働き方改革助成金等（労働者2名以上）

■その他助成金
・雇入内容による、職場定着に関する、両立支援、技能実習受講に

関する、キャリアアップ助成金（有期雇用➡正規雇用転換）等
■細かな条件、法定順守が前提



こんな場合はどうする？
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 こんな場合はありませんか？

□ 所定労働時間を決められない

□ 基本給に残業代を含んでいる

□ 時間外労働の時間を把握できていない

□ 外国人研修生がいるので法定書類を整え、管理をきちんとしたい

□ 割増賃金を計算できない

□ 勤怠管理をうまくできない

□ ３６協定が作成できない

□ 変形労働時間制のカレンダー作成ができない



チエックポイントまとめ

　全て守れていますか？

□ 全ての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している

□ 年次有給休暇管理簿を作成している

□ 全ての従業員の労働時間をタイムカード等で把握している

□ 残業するので36協定を締結、届出している

□ 時間外労働は、36協定の範囲で行っている

□ 月60時間を超える時間外労働については、50%の割増賃金としている

□ 法定労働時間を超える残業については、割増賃金を支払っている



注意すべきポイントまとめ

■有給休暇を5日以上取らせる

■時間外労使協定（36協定）、1年単位の変形労働時間制の労使協定の届出

■所定労働時間・年間休日を決め、労働時間を客観的に把握する

■時間外割増・休日出勤割増・深夜割増をきちんと支払う

■過重・長時間労働をさせない

■行政の監督が厳しくなっている➡監督体制の強化、是正勧告（過去２年分）
■弁護士 過払請求から残業代請求にシフトしている
■労働者自身も働き方改革で残業代請求してくる。
■安全配慮義務違反とならないよう、過労死・熱中症・精神病を防ぐため（損害賠償請求）
■法律順守が最低限の採用条件。ブラック企業では採用できない
■外国人受入れについて非常に厳しくなっている。

なぜなら



ご相談・問い合わせは
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・所在地 〒190-0022
東京都立川市錦町1-8-14鈴木ビル202号

・事務所名 林社会保険労務士事務所、行政書士事務所
・電話 042-595-6890
・FAX 042-595-6895
・電子ﾒｰﾙ hiro.hayashi@hayashi-sr.net
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://hayashisr.com/ 

・労災保険・雇用保険・社会保険等の手続
・就業規則の作成、変形労働時間制提案
・働き方改革対応、労働時間の見直し
・一人親方、中小事業主労災特別加入
・労務管理、安全衛生管理、リスク対策
・賃金制度改革、給与計算代行

業務内容

・助成金の申請代行（雇用関連、建設業関連）
・独立起業サポート（一人親方）
・講演、個別相談会
・建設業の財務分析、経営改善
・建設業許可申請、決算届
・建設キャリアアップ登録代行
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